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ギ
ヨ
λ
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命
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回

O
年
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ト
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ァ
1
・
ヒ

F

編

『
イ
ギ
リ
ス
革
命
l

一
六
四
O
年』

第
宍
十
九
拳

コ九
王

弾
一
一
了
四
時
師

ブL

宍

戸
。
ロ
L
。
ロ
・
一
戸
匂
品
川
由
田
市
官
岡
山
凶
・
)

(
ェ
叶
E
O

開
口
問
}
U
F
問
。
〈
己
ロ
片
山
。
ロ
コ
開
〔
プ
『
可

h
F
E
Z
-
)『
2
出
』
口
・

は

し

曲三

き

本
書
は
，
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
三
百
年
記
念
じ
憤
る
一
九
四

O
年
に
出
・

版
さ
れ
に
小
茄
子
で
あ
る
。
以
下
の
紹
介
は
、
一
九
四
九
年
仁
田
七
新
版

に
拠
る
の
で
あ
る
炉
、
ヒ
ル
の
説
明

ιよ
れ
ば
僅
か
の
訂

E
が
加
え
白
れ

t
fけ
?
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
ち
ヒ
ル
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
草
命
」
(
吋
宮

E
四

E
智
正
E
E
H
)
と
題
す
る
彼
自
身
の
論
文

l
|
そ
れ
は
本
書
由

主
論
文
を
な
し
て
い
る

l
iじ
ワ
い
て
、
「
多
大
の
改
訂
と
擁
大
L
2
3

M
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
〈
仁
号
れ
は
、
ド
ザ
プ
白
『
資

本
主
義
設
援
の
研
究
』
が
公
刊
さ
れ
た
た
め
で
ゐ
る
。
し
か
し
、
改
訂
の

試
み
は
、
色
つ
ば
ら
技
術
的
な
理
由
の
七
め
仁
、
賀
行
に
は
移
さ
れ
て
い

な
い
。

河

野

健

き
て
、
本
書
は
=
一
篇
の
論
文
か
ら
な
つ
工
い
る
ゆ
き
き
に
翠
げ
仁
「
イ

ギ
リ
ス
章
命
」
白
ほ
か
に
、
マ

i
f
レ
w

ト
・
ぜ

1
ム
ス
(
冨
日

RaE

-
科
目
)
に
土
る
「
イ
ギ
リ
ス
牢
品
川
常
時
白
唯
物
論
的
社
曾
習

(251

吉
E
4
冨
え
R
E
E
F
E唱。
Z
E
E
邑
問
。
ロ
a
w
E
F
O
明
白

mHar

mz。
】
戸
内

E
旦
、
お
よ
び
エ
ッ
ジ
エ

b
w
-
P
M
Y
タ
ワ

l
y
(
]円

L
m
m品
目
同

R
r

zE)
の
「
ミ
ル
ト
シ
革
命
的
知
識
人
」
(
国
吾
S
F
O
官〈。】ロ

宮
内
出

m
4
F
E】Z
E
C
い
か
こ
れ
ア
あ
る
。
こ
れ
で
け
で
も
わ
か
る
よ
う

に
、
径
の
一
一
篇
は
草
帝
時
国
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
の
分
析
ぞ
目
指
し
て
を
h
、

そ
れ
ぞ
れ
極
白
で
興
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
そ
の
色
の

の
政
治
的
・
解
消
的
分
析
を
試
み
七
ヒ
ル
の
第
一
論
又
に
限
っ
て
、
紹
介

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
品
川
量
の
上
か
ら
い
っ
て
も
、
第
一
論
文
は
八
五
韓
の

五
分
申
三
を
占
め
て
い
る
ば
か

b
で
な
く
、
内
容
的
に
も
本
書
の
中
転
を



な
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
か
巴
で
あ
る
。

ま
守
、
ク
リ
ス
ト
ヲ
ア

1
・
ヒ
ル
は
、
イ
ギ
日
ジ
ス
革
命
に
闘
す
る
研
究

史
を
回
顧
す
る
こ
と
か
ら
始
冶
石
。
イ
ギ
リ
ヌ
軍
命
に
つ
い
で
の
最
も
普

遁
白
説
明
は
、
一
六
四

O
年
の
議
曹
の

2

指
謹
者
七
ち
に
よ
っ
て
な
き
れ
て

を
り
、
ウ
イ
叩
グ
お
よ
び
自
由
党
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
檎
承
さ
れ
て
い
る
。

ぞ
り
主
眼
賄
は
、
章
命
を
「
圧
制
的
な
」
政
府
仁
謝
す
る
議
曾
の
勝
利
と

し
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
仁
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
曾
の
勝
利
仁
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
個
人
の
自
由
と
擁
利
と
が
確
立
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は

ぞ
の
限
り
で
は

E
し
い
り
れ

E
も
、
し
か
し
問
題
は
な
お
残
忍
。
と
い
う

の
は
、
草
骨
の
前
田
時
代
た
る
テ
ュ

1
グ
の
時
代
に
熱
心
仁
王
室
を
支

持
し
七
議
曾
炉
、
な
ぜ
ス
テ
ュ
ア
!
ト
に
蜘
創
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、

v
l

れ
は
ス
テ
ヨ
ア
ー
ト
の
ぜ

1
ム
ス
一
世
や
チ
ャ

l
b
p
ス
一
世
が
軍
に
個

人
と
し
て
「
毘
制
的
」
で
あ
っ

t
と
す
る
と
と
に
よ
つ
で
は
説
明
さ
れ
得

な
い
か
ら
で
あ
る
r

い
ま
一
つ
の
説
明
は
、
ウ
イ
リ

F
に
劃
立
す
る
と
い
う
意
味
で
「
ト

I

り
1
」
的
な
庵
史
家
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ヤ
ー
ル

ス
一
世
間
身
ゃ
、
り
も
の
テ
ヤ
ー
ル
ス
ご
世
の
宰
相
ク
ラ

l
レ
ン
ド

y

(
g
z
E
f
n
)
に
よ
っ
て
烹
摂
さ
れ
、
主
党
涙
や
カ
ソ
り
岬
グ
の
臆
史
家

が
ひ
き
づ
い

r色
。
で
あ
る
。
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
チ
ャ

l
作
ス
一
世

の
政
策
は
一
般
民
衆
を
少
数
の
資
本
家
的
搾
取
か
ち
守
る
た
め
の
も
の
で

イ
ギ
P
ス
輩
命

l
一
六
回
O
年

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
実
業
家
は
自
己
の
利
害
と
議
曾
の
そ
れ
と
を
同
一

視
し
て
、
主
に
封
抗
し
た
と
す
る
黙
γ

い
お
る
。
な
る
ほ
ど
、
イ
ギ
り
ス
革

命
は
、
こ
の
主
張
の
遁
h
フ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
の
斗
宰
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
一
般
民
家
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
よ
り
4
更
に
徹
底
的
に
宇
一
擢
に
劉
抗
し

た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
主
擦
が
民
識
の
味
方
で
あ
っ
た
な

E
と
は
言
え

宇

J
1
l
u
o

以
上
の
二
つ
の
理
論
は
、
い
ヂ
れ
も
一
面
的
で
品
る
、
な
ぜ
な

C
、
ゥ

イ
吋
グ
の
醒
一
論
は
草
命
の
準
歩
的
な
間
質
を
強
調
す
る
黙
で
正
し
ド
が
、

同
時
仁
そ
れ
が
プ
Y
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
た
あ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
な

い
し
、
ま
仁
卜

l
p
l
陣
論
は
草
命
の
階
級
的
性
質
そ
突
き
な
が
ら
、
毛
色

準
歩
性
を
否
定
し
、
封
建
制
白
美
化
冒
と
草
命
の
否
定
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
よ
く
用
い
ち
れ
る
説
明
と
し
て
、
本
命
を
ピ
ュ

l
リ
タ
=
ズ

ム
と
ア

γ
F
P
カ
ニ
ズ
ム
の
い
守
れ
が
主
温
躍
を
握
る
か
の
紛
守
で
あ
る

と
す
る
硯
論
が
あ
る
。
亡
し
か
仁
、
革
命
の
南
盟
百
が
宗
教
の
名
仁
お
い

て
自
己
を
主
張
し
に
こ
と
は
事
買
で
品
る
。
し
か
し
、
官
時
申
「
宗
教
」

は
、
こ
ん
に
ち
の
宗
教
と
は
意
味
炉
建
っ
て
い
る
そ
れ
は
生
れ
て
か
ら

死
阻
止
で
、
人
闘
の
行
動
白
す
べ
て
を
規
律
す
る
ば
か
b
で
h

ゆ
く
、
死
後

の
宅
福
を
も
左
右
1
る
。
教
曾
は
教
育
や
、
貧
民
救
済
ゃ
、
知
識
普
及
白

機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
府
の
{
付
政
機
関
白
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い

た
ω
ぞ
れ
は
、
現
在
の
秩
序
ぞ
維
持
す
る
た
冶
の
宣
惇
機
関
で
あ
り
、
ぞ

う
し
士
も
の
と
し
て
政
府
に
続
寓
し
て
い

t
の
で
あ
る
。
行
か
ら
、
封
建

国
家
を
覆
え
す
七
執
り
に
は
、
教
曾
を
攻
撃
レ
、
こ
れ
を
倒
さ
な
げ
れ
ば
な

第
六
十
丸
巻

一
九
六

• 

事
=
一
・
凹
披

九
七



イ
ギ
リ
ス
草
骨
一
六
回
O
年

色
な
い
。
政
治
理
論
一
炉
、
宗
教
の
衣
そ
ま
と
う
傾
き
が
め
つ

rnり
は
こ
の

散
で
あ
る
。

し
た
が
っ
亡
、
人
々
が
宗
教
の
言
葉
で
表
現
し
た
の
は
、
震
は
自
ら
の

ス
?
ワ
イ
ヲ

階
級
的
な
欲
求
と
利
害
ー
と
で
あ
っ
亡
。
「
牧
師
の
う
し
ろ
に
は
地
需
が
た

っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
高
円
)
。
と
こ
ろ
で
「
ピ

A
l
リ
タ
ン
草
舟
」

は
、
宗
教
上
白

4
宇
で
あ
る
と
共
仁
、
政
治
ょ
の
斗
宰
ピ
あ
っ
た
が
、
し

か
し
更
に
そ
れ
以
上
の
も
り
で
品
つ
に
。
人
々
が
ヰ
つ
亡
。
は
、
イ
ギ
リ

三
砿
曾
由
全
性
質
の
た
治
で
あ
h
、
そ
の
将
来
由
震
展
町
一
た
め
で
あ
っ
た
。

-一

そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
草
骨
の
隠
史
的
な
れ
甘
析
に
移
る
。
ま
千
章
命
の
解
情

的
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
十
七
位
粗
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
は
「
す
く
れ

て
」
農
業
的
な
国
家
で
あ
る
か

ι、
第
一
に
農
業
の
商
が
取
b
上
げ
ら
れ

る
。
十
軍
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
農
民
の
商
品
止
産
者
へ
の
鴎

化
が
ポ
行
し
、
穀
物
お
よ
び
毛
純
物
債
格
の
上
昇
と
教
曹
領
り
段
取
に
仲

っ
て
土
地
の
頁
買
が
盛
八
に
な
る
。
イ
ギ
り
ス
白
農
村
祉
曾
は
、
と
れ
に

よ
っ
て
緋
造
的
な
嬰
化
を
純
験
す
る
か
、
と
〈
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
南

部
に
右
い
て
、
多

t
の
地
主
は
自
己
の
所
領
令
有
利
じ
解
管
す
る
と
と
に

2

4

1

1

ク

粟
り
出
し
、
「
慣
習
」
地
代
仁
か
わ
る
「
搾
出
」
地
代
を
成
立
せ
し
め
る
。

こ
れ
仁
ょ
っ

τ新
地
代
を
支
醜
い
得
な
い
小
作
農
民
を
泊
放
し
、
耕
地
を

集
中
し
て
大
規
模
な
牧
羊
撲
を
始
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
新
た
な
地

主
国
周
す
な
わ
ち
資
本
家
的
地
主
官
官

E
E
E
E
a
E
4
句
階
陪
が

第
六
十
九
巻

九
八

坐
ま
れ
、
地
方
政
治
世
支
配
す
石
ば
か

h
炉
、
下
院
に
転
げ
る
有
力
な
勢

力
と
な
る
。

新
地
主
同
聞
は
、
十
七
世
紀
か
ら
卜
九
世
紀
に
い
に
る
一
二
世
紀
の
問
、
小

ギ
M
Y

ヌ
守
支
因
す
る
に
い
た
あ
が
、
か
れ
ら
の
支
配
争
支
え
、
そ
り
「
茎

礎
」
を
な
し
同
も
の
は
、
官
民
階
級
の
土
師
胸
部
、
す
な
わ
ち
ヨ

l
マ
ン
で

あ
る
。
十
六
世
紀
の
問
、
か
れ
ら
は
締
皆
を
拡
大
し
、
ぃ
商
品
作
物
申
栽
培

や
股
羊
業
か
ら
が
く
由
利
益
を
引
訟
出
し
、
囲
込
み
が
も
促
注
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
農
業
の
-
資
本
家
的
翠
達
を
妨
げ
る
傑
件
は
依
然
と
し

て
存
在
し

f
u
社
曾
構
浩
は
、
な
お
+
品
質
的
に
封
建
的
で
あ
る
。
法
律
や

政
治
制
度
は
、
壬
室
ゃ
、
封
建
領
主
や
封
建
農
民
自
利
害
に
従
属
さ
せ
ら

Z
Lス

れ
て
い
る
c

こ
ね
ら
り
う
も
、
「
枇
曾
り
焦
描
」

T
な
す
も
の
と
し
て
、
司

王
室
が
あ
る
(
可
思
)
園
家
擢
刀
は
、
寄
牛
階
級
や
金
利
牛
話
岩
の
利

径
を
守
る
』
仁
め
仁
、
園
内
市
場
の
設
建
を
防
止
す
る
も
の
と
し
て
倒
〈
。

か
か
る
事
情
の
下
で
、
階
級
斗
宰
は
農
業
上
の
変
化
を
い
か
に
有
利
に

斗
い
と
る
が
を
め
く
っ
て
行
わ
れ
る
。
一
般
に
、
農
業
上
り
変
化
は
官
震

と
小
土
地
所
有
者
に
向
上
の
機
曾
を
奥
え
た
が
、
争
政
申
小
農
民
に
と
っ

て
は
そ
の
浪
謬
を
早
め
七
に
す
吉
な
い
。
圏
込
み
に
封
ず
る
小
農
民
の
斗

宇
は
、
一
五
四
九
年
布
よ
び
一
六

O
七
年
に
は
公
然
K
る
奴
飢
と
な
っ
て

現
わ
れ
る
。
農
民
の
プ
ロ
レ
ダ
ジ
ア
化
が
こ
の
過
程
的
建
物
で
あ
る
こ
と

、
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
革
命
前
に
お
吋
る
最
業
上
白
変
化
は
、

主
と
し
て
土
地
所
宥
樫

(
Z
Z。
5
5
m
V
4
)
的
建
化
に
と

E
ま
h
、
農
業

技
術
の
章
命
的
嬰
化
で
は
な
か
っ
亡
。
し
た
が
っ
て
一
六
六

O
年
以
前
仁

プL
七

事
=
一
・
四
挽



は
、
準
歩
的
地
主

(HE』
%
。
ョ
呂

-E品
目
。
包
)
は
典
型
的
な
存
在
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
忍
。
農
民
屠
白
ほ
う
じ
し
て
も
、
大

部
分
は
、
な
お
宇
ば
独
立
的
な
耕
作
者

(
m
m
E
H
Z
q
s
r
E
E
E
=向。旦

と
し
て
存
続
す
る
こ
と
炉
可
能
で
あ
っ
た
。
か
れ
ち
は
、
プ
U
N

ジ
ヨ
ア
勢

力
と
一
時
的
に
同
時
点
し
て
主
躍
に
掛
抗
し
亡
が
、
二
八
四
七
年
ブ
ル
ジ
ヨ

一
ノ
岐
配
が
達
成
さ
れ
る
に
及
ん
で
こ
れ
と
品
川
離
し
、
草
帝
の
左
翼
を
形
成

す
る
に
い
た
る
。

つ
ぎ
に
、
産
業
お
よ
び
貿
易
の
聞
に
移
る
ロ
新
大
陸
貿
易
を
契
機
と
す

る
葎
渠
あ
よ
び
貿
易
の
持
展
北
、
新
し
い
階
級
開
立
を
つ
〈
h
回
す
。
撤

出
貿
易
は
、
カ
ン
パ
↑
一

1
商
人
が
支
配
し
、
園
同
車
開
業
も
中
間
商
へ
仁
土

る
外
業
制
度
令
官

E
品
o
z
m
J百
円
。
目
、
の
下
に
置
か
れ
、
小
品
川
護
者
は

雇
主
t
る
商
人
ゃ
、
間
利
貸

(
f
s
r
4
J
の
支
配
に
開
抗
す
る
必
要
か

ら
燭
自
の
階
級
同
利
害
を
も
つ
も
の
と
し
て
結
集
き
れ
て
〈
る
。
イ
ス

ト
・
ア
ン
タ
u
y

ア
右
よ
び
ミ
ッ
Y
ラ
ン
ド
の
南
部
地
方
炉
、
小
舟
産
者
逮

申
拠
点
と
な
る
。

資
本
家
的
護
展
に
た
い
す
る
障
害
の
一
つ
は
、
都
市
の
ギ
p
u
p
制
度
で

あ
る
。
ギ
ル
ド
の
拘
束
を
免
れ
る
七
め
に
農
村
工
業
が
蜜
展
し
、
ま
た
生

産
者
と
百
結
す
る
中
間
商
人
い
か
ギ
ル

γ
都
市
町
特
纏
ー
と
拘
束
と
に
明
抗
し

つ
つ
設
医
し
て
〈
る
。
古
い
産
業
統
制
が
弛
綾
す
る
に
つ
れ

τ、
主
窒
は

新
し
い
統
制
を
押
し
つ
付
る
ベ
〈
努
力
廿
る
。
そ
れ
が
「
獄
占
」
で
あ

石
。
主
躍
は
、
封
建
的
地
主
階
蔽
の
利
益
寸
擁
護
す
昌
士
め
じ
、
自
由
な

生
産
と
資
本
蓄
積
を
妨
害
し
、
産
業
と
貿
品
の
利
舗
を
財
政
家
や
強
調
川
岩

イ
ギ
リ
ス
革
命

l
一
犬
同
O
年
1

か
ら
な
る
世
敷
町
一
宮
廷
グ
ル
ー
プ
の
手
に
委
ね
「
の
で
あ
る
匂
か
〈
し
亡

王
擢
・
封
建
地
主
・
財
政
家
・
大
商
人
の
支
蹴
に
た
い
す
る
資
本
家
的
商

人
・
進
歩
的
地
主
・
借
地
震
の
針
抗
が
現
わ
れ
、
後
者
は
前
者
に
掛
抗
す

Z
か
ぎ

h
で
小
農
民
・
ー
一
手
工
業
者
・
職
人
と
一
時
的
に
捧
繋
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
UJ
ス
草
舟
の
政
治
的
背
景
山
川
、
つ
ぎ
に
採
h
上
げ
ら
れ
石
u

テユ

ー
ダ

1
主
朝
ぱ
、
そ
れ
自
体
、
封
建
制
仁
基
礎
を
お
〈
時
擦
℃
あ
っ
た
が

ス
ペ
イ
ン
や
河
カ
ソ
り
ッ
ク
教
曾
ゃ
、
反
掛
源
的
貴
族
勢
力
な

E
と
劃
抗

す
る
必
要
か
ら
、
一
定
の
限
度
内
で
プ
Y
ジ
ヨ
/
ジ

l
h
共
遁
の
利
害
を

も
っ
亡
い
た
t

こ
れ
が
主
室
と
フ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
が
議
曾
そ
逼
じ

τ協
力

し
得
て
こ
と
の
原
因
で
め
る
。
し
か
し
、
封
建
勢
力
が
段
落
し
て
寄
生
的

枠
質
そ
弐
第
に
濃
く
し
で
〈
る
じ
つ
れ
、
か
れ
ら
は
ま
す
ま
す
王
婚
に
依

存
し
、
主
抽
出
を
必
要
と
す
る
じ
い
に
っ
た
の
仁
反
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
は
外
的
お
よ
び
内
的
障
害
が
除
か
れ
る
と
共
に
ま
す
ま
す
主
擢
を
必
要

と
し
な
く
な
る
。
ス
テ
」
ア

1
ト
朝
時
代
町
主
髄
と
議
曾
?
と
の
街
突
が
こ

紅
で
号
。
。
こ
の
衝
突

ω
「
民
的
難
耕
」
は
財
政
問
題
で
あ
っ
ち
主
躍

は
、
向
ブ
U
Y

ジ
ョ
ア
ジ
}
と
ぜ
ン
ト
ジ
へ
の
課
税
が
培
加
す
る
か
、
向

調
占
に
よ
っ
て
産
菜
や
貿
易
の
利
益
予
直
接
に
健
得
す
る
か
、
向
封
建
的

責
租
か
ら
の
収
入
を
増
加
す
る
か
の
必
要
に
泊
ち
れ
七
が
、
前
の
一
一
つ
は

プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
!
と
衝
突
し
、
最
後
の
一
つ
は
封
建
勢
力
と
衝
突
せ
ざ
る

第
大
十
九
巻

:iL 
Jヘ

第
三
・
四
漉

ブL
町ブL



イ
ギ
飢
え
草
市
!
こ
パ
凹

O
年

を
得
な
い
。
そ
こ
で
王
様
は
、
封
建
勢
力
と
〈
に
教
曾
勢
力
ー
ー
そ
の
代

表
的
人
物
は
大
両
教
ロ

1
ド

(
E
E
)
l
l
T背
景
ー
と
し
て
、
反
動
攻
勢

を
展
開
す
る
に
い
に
つ
に
。

一
六
二
八
年
の
「
擢
利
心
請
厨
」
に
端
を
設
す
る
園
王
と
議
曾
と
の
極

突
は
、
テ
ャ

l
w
ス
一
世
の
親
政
白
下
に
ロ

l
ド
と
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
の

瓦
劃
政
治

F
E
-
ω
Z同
o
E
H
R
E
o
-
を
結
果
し
、
特
標
法
廷
白
強

化
・
封
建
地
代
の
章
謀
・
独
占
由
橋
大
等
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に

酎
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
民
訴
は
、
一
六
三
七
年
ゾ
ヨ
ン
・
山
ン
プ
デ

ン
(
}
。
E
H
F
E
Z
E
)
の
納
税
拒
否
仁
よ
っ
て
口
火
を
切

ιれ
、
一
ニ
九

1
四
O
年
の
一
般
的
な
納
税
担
否
1
l
iブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
ス
l
ラ
イ
キ

(
戸
田
)
|
|
に
援
展
す
る
。
一
六
四

O
年
の
「
長
期
議
官
」
(
『
品

F
ユ
宮
田
宮
内
)
は
、
主
と
し
て
ぜ
ン
ト
リ

1
k骨
裕
商
人
を
代
表
し
て
い

に
炉
、
そ
れ
が
な
し
と
げ
た
劫
は
弐
の
四
つ
で
必
る
。
す
な
わ
ち
、
(
一
)

ス
タ
ー
・
チ
エ
シ
ず
1

官
僚
機
構
の
破
壊
(
ロ

1
ド
、
ス
ト
ラ

y
ォ
1

F
の
処
刑
・
星
室
庁
そ

の
他
ω
廃
止
)
(
一
一
)
園
主
の
常
備
軍
の
防
止
会
一
)
議
曾

m承
認
を
鰐

な
い
財
政
手
段
の
臨
阻
止
(
四
)
議
曾
に
よ
る
教
曾
の
統
制
。

議
官
内
の
統
一
は
、
こ
れ
を
期
と
し
「
格
結
す
る
。
囲
込
み
に
区
劃
す

る
農
民
一
撰
お
よ
び
農
民
数
勢
4
怖
れ
る
奮
貴
族
お
よ
び
準
歩
的
で
な
い

ぜ
ン
ト
リ

1
は
、
下
院
の
指
噂
者
の
政
策
を
危
険
閉
し
て
、
究
第
に
閣
壬

側
に
移
行
す
る
。
「
大
請
蹴
」
(
の
国
邑
同
2
5図
書
百
E
)
の
公
刊
を
め

「
つ

t
、
の
も
の
主
黛
振
が
議
曾
か
ら
泡
〈
に
い
十
い
つ
に
の
は
、
こ
の
故

で
あ
っ
た
。
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
も
ま
に
、
民
衆
感
情
い
か
横
溢
す
る
こ
と

タし
すL

事
三
・
四
競

O 
C 

事
った、を7 プて
たた、恐十
にめ、れ九
す ι、て巻
~' し円 、

なは王
い、室
。園と
一王の
六世安
回し協
二二てに

年一ょ
の切忍
夏の解
仁交決
は渉ぞ

量高空
がを， tニ
勃担が
設絶
すき議
るせ曾
。る 0)

役う
立し

回

議
曾
軍
は
最
初
の
問
、
封
建
的
な
軍
隊
組
織
や
古
い
財
政
・
行
政
機
構

に
依
存
し
た
に
め
に
、
議
曾
白
も
つ
震
の
能
力
か
と
霞
揮
で
き
な
か
っ
に
。

こ
の
僻
陥
ぞ
是
正
し
革
命
的
な
軍
隊
は
革
命
的
な
方
法
で
組
織
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
守
一
日
し
に
の
ほ
、
オ
リ
ヴ
ァ

l
・
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
で
品
ワ

に
。
「
何
り
た
め
仁
職
う
か
そ
知
b
ブ
知
つ
に
こ
と
を
愛
す
る
」
兵
士
た

ち
を
部
下
に
選
び
、
「
異
つ

t
意
見
の
自
由
な
討
議
」
を
奨
闘
し
に
こ
と

ヲ
ιbν

ス“ピヒテ叫リリ

γ

が
こ
れ
を
士
一
示
古
し
て
い
る
(
百
吋
町
-
き
⑤
き
。
)
議
曾
軍
の
上
級
士
官
が
「
旦
畏
虫
老
荻
」
で

-Lヂ
ペ
伝
一

E
K

あ
っ
た
の
に
潤
し
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ャ
一
ル
の
「
濁
立
仮
」
は
、
自
己
の
財
産

を
心
阻
す
る
必
要
の
な
い
小
ぜ
ン
ト
リ

1
・ヨ

i
マ
ン
・
自
由
貿
易
の
ブ

片
ジ
ヨ
で
一
ν
!
の
階
級
そ
代
表
し
て
を
b
、
き
ら
に
そ
れ
は
小
農
民
・
子

工
業
者
の
大
棄
に
支
え
ら
れ
て
い
た
り
で
あ
る
。
プ
ル
ジ
『
ア
ジ
は
人

民
を
必
要
と
し
て
い
「
が
、
し
か
も
な
お
人
民
世
怖
れ
て
い
た
。
「
長
老

汲
」
は
テ
ャ

l
p
ヌ
が
ぞ
の
気
に
な

b
さ
え
す
れ
ば
、
王
政
を
民
主
主
義

の
歯
止
め
と
し
て
残
す
こ
と
を
望
ん
で
い
に
。
し
か
し
、
‘
ム
ハ
同
四
年
マ

1
ス
ト
ン
・
ム
ー
ア
で
ク
ロ
ム
ウ
ょ
ル
は
大
勝
利
ψ
博
し
、
議
曾
軍
は
民

主
主
義
的
正
和
才
的
.
新
一
一
仁
再
開
成
き
れ
る
。

;
:
 

一
六
四
五
年
「
新
型
軍
」
が
「
主
業
軍
」
か
一
う
ち
破
つ
で
勝
利
を
得
た



。
ち
、
危
険
が
ま
に
も
や
訪
れ
た
。
議
曾
の
主
力
た
る
「
長
老
源
」
は
、

園
王
と
取
引
を
闘
始
し
、
「
新
型
軍
」
を
解
体
し
、
こ
れ
守
ア
イ
ル
ラ
〆

ド
仁
温
排
う
こ
と
を
企
て
ゐ
。
こ
れ
に
帆
出
し
て
軍
隊
は
兵
士
七
ち
り
イ
エ

ν
ア
ア
ィ
プ
に
も
と
宇
い
で
民
主
的
な
「
寧
除
評
議
曾
」
(krg可

CEde-)

を
結
成
し
三
六
回
七
年
三
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
炉
縫
保
き
れ
る
ま
で
解

散
し
な
い
旨
の
巌
語
な
「
協
約
」
を
と
り
結
よ
n

軍
隊
は
チ
ヤ
ー
ル
ス
を

逮
捕
レ
、

n
ン
ド
ン
へ
の
行
進
を
開
始
し
、
下
院
の
「
長
老
成
』
を
逃
走

さ
せ
る
。

「
燭
立
探
」
の
ぜ
ン
ト
ル
メ
ン
い
か
希
望
し
に
の
は
以
上
仰
と
こ
ろ
ま
で

で
あ
っ
た
。
か
れ

ιは
敵
を
一
掃
し
に
か
ち
に
は
、
も
は
や
古
い
制
度
で

充
分
満
足
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
軍
隊
内
の
「
料
開
日
船
」
に
代
表
さ
れ
た

小
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

l
は
、
き
ら
に
院
汎
な
改
一
草
を
要
求
し
た
。
か
れ
ら
は

小
生
産
者
の
買
益
hu
自
由
取
引
・
圏
一
本
と
教
曾
の
分
離
・
十
分
の
一
晩
の

駿
止
・
小
財
産
の
安
全
・
債
務
者
法
の
改
革
、
さ
い
と
に
以
上
の
す
べ
で

を
確
保
す
る
た
め
に
共
和
政
の
確
立
・
穣
曾
の
構
恨
の
摺
脹
・
世
帯
主
の
選

畢
櫓
白
獲
得
h
I
要
求
し
た
。
一
六
回
七
年
目
「
人
民
協
約
」
(
〉
唱
団
層
百
円

。
ご
宮
吋
2
1
4
は
、
こ
の
反
映
で
岳
る
。

間
四
王
の
逃
亡
に
端
骨
援
し
に
第
二
次
内
慌
の
結
果
、
議
官
の
妥
協
振
は

一
掃
さ
れ

(
?
"
t
d
F品
品
、
二
ハ
四
九
年
一
月
テ
ャ

l
ル
ス
の
処
刑

に
突
い
で
、
王
月
に
は
共
和
政
が
宣
言
き
れ
与
。
し
か
し
「
水
平
仮
」
白

要
求
、
と
く
に
経
済
的
・
祉
曾
的
政
草
は
賀
現
さ
る
べ
〈
も
な
〈
、
か
れ

ら
は
孤
立
的
に
反
胤
を
起
し
た
が
斑
ち
仁
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
う
。
ブ
ル
ジ

イ
ギ
D
ス
章
命

i
一
六
四

O
年

ヨ

7
草
A
M
炉
成
就
し
七
最
も
ラ
ヂ
4

カ
ル
な
帯
求
は
、
「
木
平
源
」
の
力

に
よ
っ
て
の
み
津
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
、
不
安
定
な
・
自
ら
を

組
織
し
得
な
い
階
級
で
も
品
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
代
表
者
で
ゐ
つ
に
か

れ
ら
は
.
内
閣
叫
の
泊
料
に
お
付
る
階
級
分
化
の
唯
一
行
γ

い
よ
っ
て
存
立
の
基

礎
士
失
つ
に
の
で
あ
る
。

d
ギ
リ
ス
章
命
に
お
り
る
プ
ロ
ν
グ
リ
ァ
運
動
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は

存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
じ
最
生
涯
い
の
は
デ
ィ
ガ

l
(出
荷
四
ぬ
こ
の
運
動

で
あ
る
。
ぞ
れ
は
土
地
を
失
つ
に
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
品
農
業
コ
ミ

ユ
エ
ズ
ム
の
質
現
を
目
指
し
士
連
副
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
運
動
そ
の
も

の
は
擦
大
し
な
か
っ

t
炉
、
か
れ
ら
の
指
導
者
ぜ
ラ

i
ド
・
ウ
ィ
シ
ス
タ

ン
リ

l
(
E
=同
仏
当
E
E
Z
o
w
)
町
思
想
の
な
か
に
は
、
史
的
唯
物
論

と
科
闇
型
的
共
産
主
義
白
さ
き
が
り
が
見
ち
れ
る
。

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
「
水
平
仮
」
の
闇
庄
は
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

と
地
主
そ
人
民
勢
力
か
色
切
h
離
し
、
主
政
1

ど
封
建
勢
力
の
復
活
へ
り
塗

あ
玄
関
〈
こ
と
と
な
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
炉
は
、
長
期
穣
曾
を
惰
散
し
、
一
六

五
三
年
み
?
か
ら
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
に
る
こ
と
を
宣
言
し
、
事
宜
上
mwv
壬
政

に
託
い
憲
法
門
回
目
自
E
O
H
H
a
E
S
自
岱
〉
号
R
O
E
S
S
E
-
B
)
を
作
h

上
げ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
b
y

の
死
後
二
年
し
て
、
チ
タ
ー
ル
ス
二
世
が
復
活

す
る
(
一
六
六
O
年
三

京
四
極
油
は
、
内
飽
の
一
7
寸
年
聞
に
草
命
勢
力
の
な
か
で
念
濯
に
陪
蔽

分
化
が
準
ん
f
こ
と
、
「
濁
立
訳
」
の
ぜ
ン
ト
り

l
、
す
な
わ
ち
オ
り
グ

ァ
l
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
階
級
が
数
曾
ゃ
貴
族
の
設
収
地
を
買
入
れ
、
旧

第
六
十
丸
轡

第

2
7
四
披

O 

O 
O 



イ
平
D
ス
章
命

l
一
六
四
O
年

支
国
階
級
の
地
位
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か

L
、

そ
り
結
果
と
し
で
賓
ら
さ
れ
た
王
政
復
古
は
、
決
し
で
奮
秩
序
の
復
活
で

は
な
か
コ

t
o
「
神
の
恩
寵
L

仁
よ
る
園
壬
は
、
「
商
人
と
地
主
の
厩
観
」

に
よ
る
図
王
と
な

h
q・
4
9、
宗
教
上
の
自
由
は
擁
立
さ
れ
、
封
建
的

土
地
所
有
は
陵
止
Z
れ
た
(
一
六
四
六
年
)
。
他
方
、
小
農
民
同
所
有
摺

を
確
保
す
る
士
め
の
民
主
主
義
運
動
は
失
敗
に
蹄
し

t
た
時
的
、
農
民
の
土

地
取
上
げ
U
聞
込
み
は
地
主
階
級
の
利
錯
に
布
い
て
急
速
に
準
む
こ
と
と

な
る
。
産
業
界
に
お
い
て
も
、
独
占
hv
ギ
b
y

ド
は
消
滅
し
、
イ
ギ
リ
ス
白

様
相

T
一
変
さ
せ
に
十
λ
世
祝
日
産
説
草
命
お
よ
び
農
業
上
の
変
化
的
前

提
出
問
件
が
時
備
さ
れ
る
q

ぞ
れ
は
+
七
世
杷
の
革
命

f
経
過
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
健
得
し
た
成

果
は
わ
れ
わ
れ
の
相
先
が
行
っ
た
生
宰
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
た
の
で
あ

h
、
そ
れ
は
恰
か
も
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
自
由
を
斗
宰
に
よ
っ
て
の
み
確
保

し
う
る
こ
と
と
同
様
で
品
る
。
ウ
ィ
シ
ス
タ
ン
り
は
寄
っ
て
い
る
a

「
自
由
と
は
世
界
を
ひ
っ
〈

b
返
す
人
聞
の
こ
と
で
あ
る
。
忙
か
ら
彼
H
V

敵
を
も
つ
こ
と
は
少
し
も
不
見
識
で
は
な
い
」
弓
・
∞
回
)
十
七
世
紀
は
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
仁
多
く
の
教
訓
を
興
む
守
じ
は
お
か
な
い
の
で
品
話
。

五

以
上
、
か
な
b
詳
し
〈
ヒ
仕
の
論
旨
そ
紹
介
し
て
干
亡
。
つ
手
仁
簡
阜

市
筆
者
の
感
想
を
し
る
し
て
本
稿
小
一
終
ふ
り
に
い
。
本
書
は
小
冊
子
で
あ
る

た
め
仁
設
明
白
不
充
分
な
姑
、
め
る
い
は
資
耕
的
h

ー
、
裏
子
け
に
不
足
す
る

第
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剥
が
あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
し
か
し
「
イ
ギ
リ
ス
章
帝
」
を
社
曾
科

撃
の
立
場
か
ら
明
快
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
本
蓄
が
従
来
の
乏
し
い

文
献
に
大
き
な
寄
興
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
紹
介
か
ら
推
察
し
て

も
色
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ル
は
ド
ザ
プ
ー
と
と
色
に
、
イ
ギ
リ
ス
仁
お
り
る

マ
作
ク
ス
主
義
白
隠
史
家
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
が
、
彼
仁

よ
っ
て
一
府
、
主
格
的
内
草
骨
研
究
が
授
表
S
れ
る
こ
と
か
定
期
待
す
る
の

は
、
筆
者
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
の
問
題
黙
を
翠
げ
れ
ば
、
イ
ギ
り
ス
草
骨
骨
封
建
的
土
地
所
有
の

陵
葉
を
目
指
す
枇
曾
章
命
と
し
て
把
握
し
て
い
る
黙
は
、
本
書
の
卓
越
せ

る
所
以
で
あ
る
が
、
し
か
し
封
建
的
土
地
所
有
閥
係
が
槌
浩
的
仁
、
社
曾

の
全
機
構
の
稜
心
と
L
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
な
お
不
充
分

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
に
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
イ
ギ
U
J

ス
章
命
の

不
徹
底
さ
仁
、
ち
ら
仁
言
え
ば
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
特
殊
な
性
質
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犬
陸
と
く
仁
フ
ラ
Y

ス
白
革

命
L
」
劉
比
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
を
い
ま
一
度
定
着
し
亡
な
ら
ば
、
さ
ら

に
朗
確
に
可
ワ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
ヒ
ル
の
分
析
で
は
社
曾
憐
遣
の
問
題
い
か
種
々
の

祉
曾
唐
H

階
級
の
動
き
と
し
一
し
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
白
酷
は
訣

b
で
は
な
い
じ
し
て
も
、
例
え
ば
ヒ
伊
が
「
撞
歩
的
地
主
t
品
る
い
は
「
資
，

本
家
的
商
人
」
と
い
う
階
居
?
と
り
出
サ
場
合
、
そ
れ
ら
の
階
開
聞
が
諜
礎

偽
造
と
い

r
に
関
連
し
て
い
3
か
、
と
〈
仁
基
礎
桝
建
が
か
れ

ιを
い
か

な
お
函
で
制
約
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の



点
で
例
え
ば
、
わ
が
園
で

E
く
に
探
b
上
げ
ら
れ
て
い
る
マ
三
ユ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
問
題
に
ヒ
ル
ド
殆
ん

E
閥
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
石
で
あ

ろ
う
。
ヒ
ル
申
説
明
を
も
っ
と
通
俗
化
す
れ
ぽ
、
彼
が
、
「
准
歩
的
」
ま

七
は
「
資
本
家
的
」
と
い
う
形
蒋
詞
を
用
い
忍
と
き
、
そ
れ
が
地
主
や
腐

人
の
個
人
的
な
性
質
に
開
請
し
て
し
ま
っ
ナ
一
、
そ
の
隆
史
的
・
社
曾
的
伎

割
が
置
雷
に
静
償
き
れ
な
く
な
る
危
険
が
で
て
〈
る
。
「
準
法
的
」
地
主

や
商
人
が
、
い
か
な
る
賠
で
準
歩
的
で
あ
h
、
い
か
な
る
酷
で
そ
う
で
な

い
か
、
こ
れ
は
特
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
炉
の
「
水
平
源
」
閤
庄
・
プ
ル
グ
ョ
ア

革
命
申
終
末
を
国
解
す
る
上
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
轄
を
経
済

史
白
上
で
確
定
し
て
も
ら
え
ば
、
一
回
盾
.
説
得
的
で
あ
っ
士
で
品
ろ
う
c

い
宇
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
ク
ロ
ム
ウ
エ
炉
革
命
を
料
墜
的
に
分
析

す
る
た
唱
の
出
盛
期
を
こ
こ
仁
興
え
巴
れ
た
乙
ー
と
に
な
る
。
本
書
の
巻
末

に
品
る
参
考
文
献
と
と
も
に
、
本
書
が
わ
が
薗
の
皐
界
を
盆
す
る
こ
と
が

多
い
で
品
ろ
う

ζ
k
は
、
同
時
い
か
1

容
れ
な
い
。(

一
九
五
一
・
一
三
・
ニ

O
)
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